
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  刑法犯認知件数（令和４年１月～１２月） 
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R4 354 2 0 0 0 2 23 0 11 10 1 1 256 22 234 59 

R3 340 3 0 1 0 2 26 0 6 17 2 1 234 16 218 47 

増減 14 -1 0 -1 0 0 -3 0 5 -7 -1 0 22 6 16 12 

   侵入盗：空き巣・忍込み 、 非侵入盗：ひったくり・車上狙い等 、 乗物盗：自転車・自動車・オートバイ盗 
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R4 25 20 5 5 0 5 0 43 5 12 23 3 

R3 22 19 3 2 0 2 0 53 2 9 30 12 

増減 3 1 2 3 0 3 0 -10 3 3 -7 -9 

 

令和４年１月～１２月 

 
にんじゃえもん 

発 行：甲賀市あんぜん・あんしんなまちづくり市民会議（甲賀市防犯協会） 

事務局：甲賀市役所 生活環境課 TEL 0748-69-2143・FAX 0748-63-4582 

令 和 ４ 年 度  冬 号 

令和５年２月１５日 発行 

令和４年中の滋賀県における刑法犯認知件数は 6,831件（前年から 1,017件の増加）で、甲賀市で

は、354件（前年から 14件の増加）となっています。 

令和４年の県内の特殊詐欺認知件数は 132 件・被害額は約３億２千万円となり、前

年と比べると約１億８千万円の増加となっており、被害増加が大変危惧されておりま

す。また、６５歳以上の高齢者の被害件数は 98件、被害金額は約１億８千万円となり、

件数に対する割合は 74.2％、被害額に対する割合は 58.2％を占めています。中でも架

空料金請求詐欺が最も多く発生しています。 

詐欺電話は、高齢者宅を狙い固定電話にかかってくることが多いため、迷惑電話防止機能や録音機

能の活用がお勧めです。また、家族など登録番号以外には出ないのも方法です。 

他にも、キャッシュカードを預かり不正に現金を引き出されるもの、電子マネーを購入させるもの

など、様々な方法でみなさんの大切なお金を狙ってきます。不審に思ったら、まずは警察等に相談し

ましょう。＜甲賀警察署 62-4155・甲賀市消費生活センター69-2147＞ 

 窃盗については、前年から 22件増加しており、依然として最も多い犯罪です。県内

で発生した自転車盗や住宅侵入窃盗の多くが無施錠でした。 

離れる時はもちろんですが、自宅にいる時も施錠するよう心がけましょう。 

令和４年の犯罪情勢 
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１２月２８日・年末の特殊詐欺啓発 特殊詐欺啓発を実施 

 

１２月２８日、市内スーパーにお

いて、甲賀警察署一日警察署長の「く

ノ一かなみん」とともに啓発を実施

しました。 

ゆるキャラの「けいたくん」や「こ

こまる」、「にんじゃえもん」と一緒に

特殊詐欺被害防止のため幅広い層に

呼び掛けをすることができました。 

甲賀市の防犯 

（甲賀市ホームページ https://www.city.koka.lg.jp/bouhan） 

不審者対応訓練・防犯出前講座 防犯活動の紹介 

 小学校で不法侵入者対応訓練を実施しまし

た。緊張感をもって、警察への通報や不審者の制

圧訓練に取り組みました。 

 

１１月３０日・歳末特別警戒 防犯啓発 

 今年度も、自主防犯団体の方々とともに歳末特別警戒を実施しました。 

 地域の安全をみんなで守っていきましょう。 

 

 

 防犯出前講座を随時開催しています。 

希望される場合は事務局にご相談ください。 

 

 

 
 


